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浅見みどり通信  

 

だれもが「大丈夫」と思える政治を      

Higashimurayama City council member Asami Midori  
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日本共産党東村山市市議会議員 ＮＯ．61 

ホームページ https://asami.jcp-hihigasimurayama.net 

図書館長の司書要件がなくなる！！ 
図書館は市民だれもが 

利用できる生涯学習施設 

４月から「司書資格又は図書館の 

機能を達成するのに十分な資質を 

有している者」へと、図書館長の要件を緩和することとなりま

した。市は 「司書要件があるため館長のなり手がいない」と

説明していますが・・・ 

★市は司書資格を持つ正規職員の計画的な採用せず 

★実務を担う図書館職員の多くを非正規職員（会計年度

任用職員・再雇用職員）に担わせる体制になっている 

図書館で働く司書はほぼ非正規雇用。 

もっと積極的に司書を登用するべきでは？ 

 

＃困った時は共産党に相談しよう 

市役所、ほっとシティ等に同行します 
＼ 生活保護は権利 ／ 

年金、仕事がある方、自宅に住んでいる

方でも生活保護は申請できます。 

 扶養照会は義務ではありません。 

電話 080(3086)2422 

メール kwiiykchan@tbz.t-com.ne.jp 

 

 

 

 

 

 

 

運動公園プール廃止 

老朽化しているからなくすと言うけれど・・・ 

入場者減少について何の対策も講じま

せんでした。 施設を活かし、未来へと残そ

うという努力があったのかどうか疑問に感

じます。 

また、市は小中学校の複合化・統廃合

計画の中で各校のプールをなくす検討も

していますが、市民に示した資料からはプ

ール削減について読み取ることはできませ

ん。説明責任を果たしているとは言えない

のではないでしょうか。 

利用者や子どもの意見

も尊重されず、市民に「仕

方がない」とあきらめさせ

る姿勢はとても残念です。 

スポーツは介護予防や医療費抑制につな

がることを踏まえても、プール廃止は問題

です。 

 

図書館は教育・文化の発展に寄与する市民の財産 

司書資格を軽視することは問題！ 

図書館長の資格要件緩和は安直です。条例は改正されて 

しまいましたが、司書資格の重要性を市に伝え、運用面で 

歯止めを掛けていくこともできるはず。市民の声が今後のカギとなります。 

「社会教育」を体育施設条例から削除 
「一般市民の利用に供し、市民の体育及びレクリエーションその

他社会教育の振興を図るため必要な施設の設置、管理及び使

用について定める」からその他社会教育を削除 

【社会教育法 ※抜粋】 

第２条（社会教育の定義） 

「社会教育」とは、学校の教育課程として行われる教育活動

を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な

教育活動（体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。）をいう。 

第３条（国及び地方公共団体の任務） 

国及び地方公共団体は、社会教育の奨励に必要な施設の設

置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法に

より、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用し

て、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境

を醸成するように努めなければならない。 

体育施設条例改正の本当の目的は？ 

市は「何も変わらない」と言いますが、そうであればなぜ変

えるのでしょうか。社会教育では認められない“何か”とは？ 

市民と共に注視していきます。 

図書館の大切な役割 

☆ 市民だれでも無料で利用できる 

☆ 多彩で相対立する資料・文献の集積に

よって市民の知を保障する施設 

 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb2tO_65XhAhWCy7wKHaITAVoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ncc-net.ac.jp/blog/?p%3D10239&psig=AOvVaw31m38V3jNYxeQQ3tt_adaW&ust=1553347227761214
mailto:kwiiykchan@tbz.t-com.ne.jp

